
原
因
に
気
付
く

理
想
と
す
る
循
環

ア
メ
リ
カ
の
市
場

自
分
自
身
の
思
考
・

行
動
習
慣
チ
ェ
ッ
ク

海
外
市
場
開
拓
の

ス
テ
ッ
プ

整
理
さ
れ
る
と
起
こ
る

プ
ラ
ス
の
ス
パ
イ
ラ
ル
・

真
逆
の
ス
パ
イ
ラ
ル
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今
ま
で
の
社
会
保
障
は
、

高
齢
者
の
医
療
や
年
金
に
重

き
を
置
い
た
改
革
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現

在
は
少
子
高
齢
化
が
急
激
に

進
ん
だ
り
、
非
正
規
の
労
働

者
が
増
加
す
る
と
い
っ
た
問

題
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
、

今
の
ま
ま
の
社
会
保
障
で
は

や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。

　

税
と
社
会
保
障
の
一
体
改

革
で
は
、
消
費
税
率
を
引
き

上
げ
て
、
引
き
上
げ
た
分
を

全
世
代
の
支
援
に
回
し
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
医
療
・
年

金
・
介
護
・
子
育
て
支
援
の

４
つ
の
分
野
に
社
会
保
障
の

改
革
を
し
て
い
こ
う
と
し
て

い
ま
す
。
こ
の
改
革
の
流
れ

に
沿
っ
て
、
年
金
に
つ
い
て

の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
今
ま
で
は
厚
生

年
金
保
険
と
健
康
保
険
は
育

児
休
業
の
人
し
か
免
除
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
現
在

は
産
休
に
つ
い
て
も
免
除
に

な
っ
て
い
ま
す
。
将
来
的
に

は
、
低
所
得
の
年
金
受
給
者

に
対
し
て
、
最
高
で
一
月
五

千
円
の
生
活
支
援
を
行
っ
た

り
、
年
金
の
受
給
資
格
要
件

の
二
十
五
年
を
一
気
に
十
年

に
短
縮
し
て
、
無
年
金
者
を

少
な
く
し
よ
う
と
す
る
と
い

う
改
革
を
行
お
う
と
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
年
金

制
度
は
今
後
大
き
く
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
。

　

現
役
世
代
は
、
す
べ
て
国

民
年
金
の
被
保
険
者
と
な
り

ま
す
。
高
齢
期
に
な
れ
ば
、

基
礎
年
金
の
給
付
を
受
け
ら

れ
ま
す
。
会
社
員
や
公
務
員

は
、
国
民
年
金
に
加
え
て
、

厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
、

基
礎
年
金
の
上
乗
せ
と
し
て

報
酬
比
例
年
金
の
給
付
を
受

け
ま
す
。

　

年
金
制
度
に
は
他
に
も
、

企
業
が
任
意
で
設
立
し
社
員

が
加
入
す
る
企
業
年
金
や
、

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険

者
が
任
意
で
加
入
で
き
る
国

民
年
金
基
金
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ

厚
生
年
金
、
国
民
年
金
に
上

乗
せ
さ
れ
て
受
給
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

短
時
間
労
働
者
に
対
す
る

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険

が
適
用
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

(

平
成
28
年
10
月
施
行)

　　

5
0
0
人
以
下
の
企
業
は
、

労
使
の
合
意
に
基
づ
き
、
企

業
単
位
で
短
時
間
労
働
者
へ

の
適
用
拡
大
を
可
能
と
し
ま

す
。
ま
た
、
国
・
地
方
公
共

団
体
は
、
規
模
に
か
か
わ
ら

ず
適
用
と
さ
れ
ま
す
。

　

徴
収
さ
れ
た
保
険
料
は
、

将
来
自
分
が
年
金
を
受
給
す

る
と
き
に
必
要
と
な
る
財
源

と
し
て
積
立
て
て
お
く
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
時
の
年
金

受
給
者
の
財
源
に
充
て
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
を
賦
課
方
式
と

い
い
、
現
役
世
代
へ
の
仕
送

り
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　

現
役
世
代
が
高
齢
に
な
っ

て
年
金
を
受
給
す
る
頃
に
は
、

子
ど
も
な
ど
そ

の
下
の
世
代
が

納
め
た
保
険
料

か
ら
自
分
の
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

目的を認識

現状を把握

主催：さくら合同事務所平成28年8月22日 ホテルクレメント

「人事労務担当者が知っておくべき年金の話」

貫場　恵子

理
想
と
す
る
循
環

近付くと蛙がジャンプ！

３次元空間の滝

滝にうたれるアウディ

滝にうたれる佐賀城

２２分４６秒

徳
島
に
求
め
ら
れ
る
も
の

強
い
と
こ
ろ
を
売
り
出
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
使
用

【
社
会
保
障
】

・
年
金
の
資
格
取
得
や
確
認
、

　

給
付

・
雇
用
保
険
の
資
格
取
得
や

　

確
認
、
給
付

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
事
務

・
医
療
保
険
の
保
険
料
徴
収

・
福
祉
分
野
の
給
付
、
生
活

　

保
護
等

【
税
】

・
税
務
当
局
に
提
出
す
る
申

　

告
書
な
ど
に
記
載

・
税
務
当
局
の
内
部
事
務
等

【
災
害
対
策
】

・
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金

　

の
支
給　

・
被
災
者
台
帳
作
成
事
務
等

20

魅
力
的
な
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
と
は

始　

め　

に

課
題
解
決
の
道

ど
ん
な
広
告
を
作
れ
ば

良
い
の
か

情
報
が
溢
れ
て
い
る

現
代
社
会
に
必
要
な
こ
と

ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

研
修

た
っ
た
一
人
の

ス
タ
ー
ト

年
金
制
度
の
仕
組
み

個人番号と法人番号の違い

税
と
社
会
保
障
の

一
体
改
革

桁数 12桁 13桁

通知元

通知方法

通知時期

利用制限

番号検索

市長村長 国税庁長官

通知カード送付
(住民票上の住所)
(簡易書留・同一
世帯はまとめて)

書面通知
(登記上の所在地)
(普通郵便)

27年10月～11月 27年10月～11月

法令・条例で定め
た範囲内でのみ利
用可能

官民問わず自由に
利用可能

不可 可

利用開始 28年1月から 28年1月から

国民年金の被保険者の種類

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

労
働
時
間
問
題

（1990年代以降）

労
働
法
改
正
に
つ
い
て

公
的
年
金
の
保
険
料

イ
ン
ド
と
日
本
の
関
係

イ
ン
ド
の
変
化

イ
ン
ド
と
日
本
の
経
済

雇
用
保
険 社会保険労務士・キャリアカウンセラー

選
挙
に
つ
い
て　

年
齢
別
で
み
る
選
挙

誰
に
投
票
す
れ
ば
い
い
か

国民年金の被保険者 国内居住要件 年齢要件 国籍要件

第１号被保険者
(自営業、農業
 大学生、無職等)

第２号被保険者
(会社員、公務員等)

第３号被保険者
(第２号に扶養さ
 れている配偶者)

20歳以上
60歳未満

20歳以上
60歳未満

 海外在住でも
任意加入は可能

厚
生
年
金
保
険
の

適
用
拡
大

現
行

１
日
又
は
１
週
間
の
所
定

労
働
時
間
及
び
１
月
の
所

定
労
働
日
数
が
正
社
員
の

概
ね
４
分
の
３
以
上

改
正
後

１
週
間
の
所
定
労
働
時
間

が
20
時
間
以
上

月
額
賃
金
8
・
8
万
円

以
上

勤
務
期
間
１
年
以
上

従
業
員
5
0
1
人
以
上
の

企
業

国
民
年
金
の
保
険
料

(

定
額)

平
成
28
年
度　

1
6
,
2
6
0

円

　
　
　

↓

平
成
29
年
度　

1
6
,
4
9
0

円

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料

(

定
率)

平
成
28
年
9
月　

　
　
　

↓

平
成
29
年
度　

1
6
,
4
9
0

円

1
0
0
0
分
の
1
8
1
.
2

1
0
0
0
分
の
1
8
3
.
0
0



自
分
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身
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・

行
動
習
慣
チ
ェ
ッ
ク
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追
わ
れ
る
カ
ラ
ス
、

追
う
カ
ラ
ス
も

追
わ
れ
る
カ
ラ
ス

　

少
子
高
齢
化
が
進
行
す
る

と
、
保
険
料
を
負
担
す
る
現

役
世
代
の
人
数
が
減
り
、
年

金
を
受
け
取
る
高
齢
者
の
人

数
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
賦
課
方
式
の
も
と

で
年
金
の
給
付
水
準
を
維
持

し
よ
う
と
す
る
と
、
現
役
世

代
の
保
険
料
負
担
が
増
え
て

し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

少
子
高
齢
化
の
解
決
策
と

し
て
、
保
険
料
水
準
固
定
方

式
と
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

の
導
入
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

厚
生
年
金
及
び
国
民
年
金

の
将
来
の
保
険
料
水
準
を
固

定
し
、
そ
の
収
入
の
範
囲
内

で
給
付
水
準
を
自
動
的
に
調

整
し
ま
す
。

　

①
１
％
物
価
が
上
が
る
と
、

年
金
も
１
％
上
げ
る
と
言
う

の
が
本
来
の
考
え
方
で
す
が
、

そ
れ
で
は
年
金
額
を
抑
え
ら

れ
な
い
の
で｢

賃
金
・
物
価
の

上
昇｣

か
ら｢

マ
ク
ロ
経
済
ス

ラ
イ
ド
に
よ
る
調
整｣

分
を
引

き
ま
す
。
調
整
率
は
毎
年
度

発
表
さ
れ
、
28
年
度
は
0
・

7
％
で
す
。
こ
の
数
字
は
、

現
役
の
被
保
険
者
の
人
数
と

65
歳
の
人
の
平
均
寿
命
か
ら

厚
労
省
が
計
算
し
て
い
ま
す
。

よ
っ
て
、
例
え
物
価
が
１
％

上
が
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
0
・

7
％
が
引
か
る
の
で
、
年
金

は
0
・
3
％
し
か
上
が
り
ま

せ
ん
。

②
物
価
が
0
・
5
％
し
か
上

が
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
0
・

7
％
引
い
て
し
ま
う
と
マ
イ

ナ
ス
に
な
っ
て
し
ま
い
、
物

価
が
上
が
っ
て
い
る
の
に
年

金
が
下
が
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
場
合
は
年
金
額
は
据
え

置
き
に
な
り
ま
す
。

③
物
価
が
0
・
5
％
下
が
っ

た
う
え
に
、
0
・
7
％
引
か

れ
る
と
、
1
・
2
％
の
マ
イ

ナ
ス
に
な
り
、
年
金
受
給
者

の
生
活
が
苦
し
く
な
る
の
で
、

デ
フ
レ
の
場
合
は
、
物
価
が

下
が
っ
た
同
じ
率
だ
け
年
金

が
下
が
り
ま
す
。

　

働
き
な
が
ら
老
齢
厚
生
年

金
を
受
け
取
る
場
合
、
賃
金

と
年
金
額
の
合
計
額
が
一
定

の
基
準
を
超
え
た
場
合
、
老

齢
厚
生
年
金
の
全
部
又
は
一

部
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

個
人
情
報
の
懸
念
に
対
応

絵皿から伸びていく植物

ハウステンボスの運河沿いに並ぶ木々

ホログラムの糸で魚釣り

魅
力
あ
る
徳
島
を
再
発
見

38
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民
間
事
業
者
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
取
り
扱
い

イ
ン
ド
と
日
本
の
今
後

二
部
上
場
へ
！

15
秒
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

を
作
る
た
め
に
は

15

セ
ン
ト
ラ
ル
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

を
活
用
す
る

労　

働　

法

認
知
度
の
低
い
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
ル
ー
ル

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
管
理

早
期
発
見
・
早
期
予
防

声
を
買
え
る

必
要
最
低
限
行
う

7
つ
の
こ
と

会
社
の
す
べ
き
こ
と

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
対
応
状
況

イ
ン
ド
の
変
化

少
子
高
齢
化
の

解
決
策

選
挙
に
学
ぶ

社 
会 

保 

険

55：42

km

最　

後　

に

少子高齢化が進むと…

在
職
中
の
老
齢
厚
生

年
金
支
払
停
止
方
法

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下

マクロ経済
 スライド
による調整

実際の改定率

賃金・物価の上昇
（1％）

賃金・物価の上昇
(5％)

マクロ経済
 スライド
による調整

額改定なし

①②③

額改定なし

マクロ経済スライドに
 よる調整は行わない

実際の改定率

賃金・物価の下落
(5％)

総報酬月額相当額が
47万円以下

総報酬月額相当額が
47万円超える

65歳未満の老齢厚生年金の場合

全額支給

基本月額が28万円以下

基本月額が28万円超える

基本月額が28万円以下

基本月額が28万円超える

計算式①へ

計算式②へ

計算式③へ

計算式④へ

基本月額が28万円以下

年
金
支
給
月
額

計
算
式
①

基
本
月
額
－
(
総
報
酬
月
額
相

当
額
＋
基
本
月
額
－
2
8
万
円
)

÷
2計

算
式
②

基
本
月
額
－
総
報
酬
月
額
相

当
額
÷
2

計
算
式
③

基
本
月
額
－
((47万

円
＋
基
本

月
額
－
2
8
万
円
)
÷
2
＋
(
総
報

酬
月
額
相
当
額
－
4
7
万
円
)
)

計
算
式
④

基
本
月
額
－
((47万

円
÷
2
＋

(
総
報
酬
月
額
相
当
額
－
4
7
万

 
円
)
)

65歳以後の老齢厚生年金の場合

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

全額支給

いいえ

一部又は全額支給停止

はい

年金支給月額
基本月額－(基本月額＋総報酬月額相当額－47万円)÷2

※

※
基
本
月
額
：
加
給
年
金
額
を
除
い
た
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
月
額


